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令和８年度（2026 年度） 
 

事業計画 
１．はじめに 

本学園の建学の精神は、第一に地域に密着し、教養・技術の向上はもとより、地域の要請

に応え、時機に即した教育を具体的に展開していくことにある。第二に、社会がいかに大き

く変わろうとも、建学の精神を一貫して堅持していくことである。すなわち「生命の尊重と

人間の尊厳を理念として、幅広い教養と豊かな人間性を持ち、誠実、親切に人々と相互信頼

を保ちながら、看護を実践し広く社会に貢献できる看護師を育成する。」ことであります。

地域社会の要請に応え、人々の健康と生活の質の向上に寄与することを目指して、時機に即

した教育の具現化に取り組むために必要な施策を事業として推進していきます。 

また、私立学校法の改正に伴い整備した内部統制システムに基づいた業務運営を行い、整

備されたシステムと実際の業務運営に齟齬がないか確認し、必要に応じて理事会での審議を

経て改善していくとともに、ガバナンス強化の観点から改正された学校法人会計基準に則り

引き続き対応していきます。 

 

２．今後の方針 

学園の維持を可能とする経営体制を構築するために、理事長の指導の下で、理事長代行を

委嘱するとともに、理事長代行、学長、研究科長、学部長、事務局長によるガバナンス体制

を令和８年度においても引き続き行います。会議では、学園運営にかかわる様々な課題を審

議し、課題解決に向けた方針を決定して対策を実施してきました。今後も令和８年度の予算

編成方針を提案して、教育研究経費と管理経費を適正となるよう精査を行います。 

また、大学の収入を増加する対策としては、これまで寄付金の受け入れ態勢の整備や入学

定員を上回る学生数の確保、科学研究費等の競争的外部資金の獲得への支援を積極的に行っ

てきました。令和８年度も引き続き経営改善に向けて様々な取り組みを実施し、健全な財政

基盤の確立に努めるとともに、よりよい教育環境の実現を目指します。 

教育においては、大学開学４年間の教育課程の実績をもとに令和４年度に見直した新カリ

キュラムについて、引き続き充実を図るとともに、新カリキュラムに向けて、カリキュラム

検討プロジェクトでさらに検討を重ねていきます。 

令和６年度完成年度を迎えた修士課程に続き、令和７年３月に設置認可申請を行いました

博士後期課程が令和７年１０月に認可がおり、令和８年４月開設に向け準備を行い充実させ

ていきます。 

本学の教育研究等の総合的な状況については、公益財団法人日本高等教育評価機構が実施

する大学機関別認証評価を令和５年度に受審し、適合の評価を受けましたが、次回受審にお
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いて継続的に教育研究の質の向上と改善を図っていきます。 

後援会からの支援を受け、平成３０年度から、国家試験対策や教育環境整備を進めてお

り、令和８年度も引き続き、国家試験対策や教育環境整備と学生サービスの向上を目指し、

支援をしていただきます。 

 

３．課題解決への対応方針と具体的な対応策 

令和８年度も引き続き以下の（1）から（15）の方針、対応を行います。 

（１）経営基盤の安定化を図るために、予算システムの向上と予算執行の適正化を図りま

す。 

（２）本学の理念と教育目標に沿った優秀な学生の入学者を確保するため、令和６年度大学

入学者選抜実施要項を吟味し、本学の入学試験のあり方を検討して、必要な改正を図

ります。 

（３）教学マネジメントの機能性を改善するため、内部質保証システムの機能性を高める取

組を行います。 

（４）さらなる教職員の資質向上を目指して、FD・SD活動や研修への支援を図ります。 

（５）大学の教育と研究活動の基盤となる競争的資金や補助金の獲得を図るために、教員の

研究活動や業務改善に対する組織的な支援を図ります。 

（６）カリキュラムの見直しによる改善に基づき、適正な教員と職員の配置を検討します。 

（７）学生と教職員間の良好なコミュニケーションを図るための研修を計画し、学生の声を

反映できるシステムの構築を図ります。 

（８）学生の学修や自主活動の場である、図書館等の充実と学生のキャンパスアメニティー

の充実を図ります。 

（９）将来構想案を提示して学内の議論を喚起するとともに、将来構想の実現に向けた準備

を進めます。 

（10）防災・災害対策マニュアルや BCP 等について、不断の見直しを行い、危機管理体制の

充実を図ります。 

（11）看護地域創成研修センターの活動に伴い、地域住民や行政、地域の保健・医療・福祉

との協働と連携を図ります。また、基幹病院及び研伸学園同窓会との協働と連携の推

進を図ります。 

（12）大学運営会議に教職員の意見を聴く機会やガバナンスの方針を説明する場を設けると

ともに、大学運営会議から発信する機会を図ります。 

（13）大学院博士後期課程開設に伴い、地域の健康課題と多様化する医療ニーズに対応し、

研究・教育能力を有する高度な看護実践者の育成を目指します。 

（14）社会医療法人大雄会と本学で締結した「看護連携型ユニフィケーション事業」につい
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て、事業実施計画を定め、実施します。 

（15）実習指導体制の充実を図るため，臨地実習指導者講習会を開催します。 

 

４．施設・設備 

大学の既存の設備修理及び有効活用に向けた整備の年次計画を立て、実施していきます。 

  また、施設・整備計画においては、国からの補助金事業の私立学校施設整備費補助金「非

構造部材耐震」「空調設備」「LED交換」の補助金獲得に向け順次計画を立てていきます。 

５．組織・人事における取組み 

急速な社会の変化に応じ機敏に対応するため、学長のリーダーシップに基づいた本学の意

思決定にあたり、引き続き大学運営会議での課題の解決に向けた対策を進めます。また、理

事長の指導の下で、さらなる活性化を図ります。 

教育職員と事務職員双方の意識改革が重要と捉え、教職員の業務内容を改善・向上させる

取り組みである FD・SD委員会の活動を引き続き進めていきます。 

事務組織については、事務機能の強靭化を推進し、各事業を円滑に進めるため、適切な人

員配置、担当係と個々の業務内容の明確化、責任体制の確立とともに教員と職員間の協働と

連携強化への取り組みを行います。 

また、事務局に AOを設置することで志願者増加に直結する本質的な改革を進めます。 

 

６．教育・研究活動への取組み 

本学の理念は、豊かな人間性と高度な専門性で地域に貢献するであり、教育理念は、

「Identity（人・看護職としての倫理と品格）」、「Knowledge（専門的知識・技術、倫理

的思考力）」、「 Community（地域社会に貢献できる実践力）」の ３つを育むことであり

ます。また、【研・伸】（自己を研き、自らの力を伸ばす）の精神を涵養し、卒業後も生

涯にわたって学ぶことにより、社会情勢の変化に応じて看護専門職の役割を果たし、地域

で活躍できる人材を養成することにあります。 

この教育理念を達成するために、本学が求める学生は、自ら考え行動しようとする学習意

欲の高い学生であり、人々の健康と生活の質（QOL）の向上に強い関心と看護への目的意識

を持ち、自ら健康管理をしようと努力する「非喫煙者」としています。 

 

 (1)入学試験への取組み 

看護学部においては、高等学校で習得した基礎学力及び基礎知識を総合的に評価し、入

学者を選抜するために、アドミッション・ポリシーに基づき、学校推薦型選抜（指定校・

専願・併願）、一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜を実施するとともに大学入学資格

及び３年以上の社会人経験を有する受験者を対象とした社会人等特別選抜を実施し、多様

な受験者に門戸を開きます。さらに、近年の受験者の年内入試選択傾向を考慮し、令和８
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年度入試から、総合型選抜（専願）を実施し、アドミッション・ポリシーに沿った入学者

の安定的確保に努めます。令和８年度より、入学試験委員会と広報委員会を見直し入試広

報委員会とすべく検討している。２０４０年度問題として、１８歳人口の減少に伴い、学

生確保の困難さを克服するため両委員会を一つにして取り組みます。 

また、大学のアドミッション機能を強化するために、事務局に AO（アドミッションオフ

ィス）を設置し、広報・IR を戦略的かつ効果的に受験者獲得を目指すとともに、入試科目

のあり方についても考え、受験生が受けやすい２科目受験または１科目受験も視野に入れ

検討していきます。 

さらに、大学院看護学研究科修士課程においては、リーダーシップ・マネジメント能

力・研究能力・教育能力に優れ、地域に根差した専門性の高い看護師の育成を目指し、ア

ドミッション・ポリシーに基づき、大学院一般選抜、社会人選抜、臨床現場の所属機関長

の推薦を得た者を対象とした社会人特別選抜、本学からの推薦を得た者を対象にした推薦

選抜を実施します。 

なお、大学院看護学研究科博士後期課程の設置に伴い滞りなく入学者選抜を実施できる

よう、大学院運営委員会・大学院入学試験委員会で協働し、準備を進めます。 

 

 (2)教育への取組み 

学部においては、教員と学生の双方向授業を展開するために、少人数の学生への教育形態

を重視した連携科目群にゼミナール科目を配置しています。平成２９年度から、少人数の学

生を担当するアドバイザー制を導入して、学生の生活や学習への個別支援や集団指導を実施

してきました。また、１年次から４年次までの国家試験対策プログラムを作成してきまし

た。さらに、学生の自己学習力を強化する取り組みとして、実習室を開放して自主的な学習

を支援する「看護技術アワー」等の設定、大学での学修課題を持つ学生への個人面談や三者

面談、保護者懇談会等の取り組みを実施してきました。令和８年度も引き続き、これらの支

援を実施していきます。 

大学院博士前期課程においては、すべての専門性の基礎となる共通科目及び各専門分野・

領域の専門性を向上させるための専門科目を１年次に配置し、それらを修得しながら専門性

をさらに探求する研究科目を１年次から２年次に配置しています。 

なお、職業を有している等の事情により時間的制約があり、標準修業年限では修了が困難

な学生に対しては、標準修業年限（２年）を超えて一定の期間（３年）にわたり計画的に教

育課程を履修し、学位取得することを認めています。 

また、修士論文作成に向け、院生の研究課題の明確化、研究計画書や研究倫理審査申請書

の書き方、具体的な研究の進め方等の研究プロセスを段階的に学修できるように教授するた

め、院生の希望を考慮し、院生ごとに主研究指導教員、副研究指導教員を各 1 名配置し、保

健医療の専門領域を越えた考え方や分析方法を助言します。 
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博士後期課程が、令和８年４月から開設しますが、専門性の基礎となる基盤科目「看護学

研究論」を１年次前期に配置し、専門科目の「地域創成ケアシステム論」「地域生活創成看

護特論」を１年次後期に配置します。研究科目の「看護学特別研究」においては通年で１・

２・３年次と順次、研究を計画して遂行し総括するよう配置しております。 

  大学院において特定の専門事項について研究しようとする者があるときは、選考の上で入

学を許可する制度を有しています。 

   

 (3)学生支援への取組み 

これまで、経済的に困難な学生への支援とともに優秀な学生を確保する目的で、勤労奨学

生制度、成績優秀者への学費減免制度、各種奨学金取得支援を実施してきました。 

さらに、令和２年４月１日から施行されている「高等教育の修学支援新制度」による高等

教育の無償化の取り組みを引き続き行います。 

また、学生の意見を取り上げるシステム、学生からの「意見箱」により、要望を受けて、

学生支援体制の向上を図ります。 

就職支援のためキャリアサポート委員会を設置しましたが、令和８年度も引き続き支援し

ていきます。 

 

 (4)教員の教育研究機能の向上に向けた取組み 

科学研究費等の競争的外部資金の獲得に向けた支援を行い、教員の研究活動を推進してき

ました。令和８年度も引き続き、個人研究費に加えて競争的外部資金獲得を目指して教員の

科学研究費補助金や外部研究助成への申請を奨励し、支援していきます。 

 

 (5)助産師課程への取組み 

平成３０年度から、助産師課程を希望する学生への説明会の開催と助産師を希望する学生

に対する選抜試験を行っています。例年、助産師希望の学生は十数名おり、令和８年度も引

き続き、説明会及び選抜試験を実施して行きます。 

また、令和６年度入学生から、助産師課程の定員を５名から６名へ増員するための文部科

学省への変更申請が承認されたため、広報活動において積極的にアピールしていきます。 

 

 

 (6)大学院への取組み 

令和５年４月に開設した大学院看護学研究科では、２１世紀の我が国における多様化する

医療ニーズに対応できる人材として、医療に関する深い洞察及び看護の倫理観を備え、広い

視野と深い人間理解に基づき、保健・医療等に関する幅広い知識と看護実践力を身に付け、
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研究・教育能力を有し、地域の看護学の発展に寄与することのできる高度な看護実践者を育

成します。 

なお、博士後期課程について、令和７年１０月に設置認可がおり、完成年度（令和１０年

度）に向け大学院教育の更なる推進を目指していきます。 

また、看護教育・研究者として自立して研究活動に取り組み、変化し続ける地域社会のニ

ーズに保健師・訪問看護師・在宅クリニックの医師など多職種と協働して対応し、包括的な

看護方法を開発して、高い倫理性と豊かな人間性を持って看護学の発展に寄与することがで

きる人材の育成に努めてまいります。 

 

７．学生募集への取組み 

令和７年度、入学定員割れになったことから、広報戦略を抜本的に見直し広報活動及び入

試選抜方法も受験者が志願しやすい科目編成も検討します。 

志願者増加のための広報活動としては、令和８年度も引き続き、大学の知名度アップ、一

宮市内はもとより、西尾張、名古屋市を重点地域として、岐阜市内、さらに、西三河、知多

方面も強化していきます。具体的には、高校訪問や進学相談会への参加を積極的に行い、オ

ープンキャンパスの集客を増加させます。オープンキャンパスにおいて在学生の協力を得

て、受験生へ本学の魅力を伝えていきます。 

本学の特色である社会医療法人大雄会での実習受入れ及び大学４年間で看護師と助産師の

国家試験資格が同時に取得できることを県内はもとより数多くある看護系大学の中から、本

学が受験生から選ばれる大学となるように、広報活動の充実を図ります。具体的には、多く

の高校生が閲覧している SNS を利用し、講義内容及び学生生活の様子等を情報発信していき

ます。加えて、現状使用している大学紹介の動画などのコンテンツの見直し・制作を行いま

す。 

指定校については、令和８年度同様に出願を依頼します。 

 

８．卒業生及び保護者との連携 

後援会総会を５月に開催するとともに、同日に、保護者向けガイダンスを開催し、教務関

係、学生生活関連、国家試験対策及びキャリア支援の説明を行う予定です。 

また、愛知きわみ看護短期大学及び一宮研伸大学卒業・修了生で組織する研伸学園同窓会

について、会員相互の親睦を図り、看護職の研鑽に努めるとともに、母校の発展に寄与する

との目的を達成するため、活動していきます。 

 

９．地域社会との連携 

地域社会が求める質の高い看護を恒常的に地域住民に提供していくための諸活動を行うこ

とを目的として、令和３年６月１日に一宮研伸大学附属看護地域創成研修センターを設置し
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ました。 

本学の地域貢献は、地元の医療機関等に人材を輩出するのみではなく、地域住民の健康と

健康な生活づくりに参画することでありますが、センターの活動は、健康教育や在宅看護の

講習会等地域住民が大学を利用して学ぶ機会の積極的な提供や、地域の医療機関等との連携

による看護職の継続教育等、関係機関や地域住民との連携を強化し、更なる地域貢献活動を

進めていきます。 

また、令和４年度に構築したボランティアの登録システムについて、引き続き登録の促進

を図るともに、登録しているが未活動である学生がいることから、全学年に向けてボランテ

ィア講座を開催し関心を高めることとします。 

さらに、本学は、一宮市が実施している「一宮市 SDGｓパートナー制度」において、いち

早く登録認定され、一宮障害者自立支援協議会、訪問看護ステーション、NPO、地域住民組

織等に対し、地元の障害者支援、在宅ケア児への支援、こども食堂・食品ロスへの活動、地

域の健康活動であるウォーキング大会への参加等のボランティア活動を通じて、ＳＤＧｓの

ゴールである「すべての人に健康と福祉を」、「住み続けられるまちづくりを」、「パート

ナーシップで目標を達成しよう」に引き続き取り組んでいきます。 

なお、センター主催の臨地実習指導者講習会も２年間実施してきましたが、講習内容の充

実を行い、引き続き令和８年度も実施します。 

また、受講者獲得のため、愛知・岐阜県の医療機関に受講者獲得のために働きかけます。 

令和７年２月に入会した一宮スマートシティ推進協議会については、地域における健康や

医療に関わる問題に関して情報提供していきます。 

 

１０．一宮研伸大学推進プロジェクト２０２５ 

   ２０２５年度から始まりました、一宮研伸大学推進プロジェクトでは、本来、現在の委

員会等で検討が必要な事案の中で、大学としてスピード感を持って対処する必要がある場

合等に、大学運営会議の議を経てプロジェクトチームによる問題解決を行います。２０２

５年度について、６つのプロジェクトを開始しましたが、「社会貢献」「学生確保」「補

助金獲得」「学生アンバサダーサポート」は２０２５年度の目標でしたが、２０２６年度

は特に、「国際化推進」「ＤＸ推進」についてプロジェクトを推進してまいります。 

   なお、「社会貢献」「学生確保」「補助金獲得」「学生アンバサダーサポート」につい

ても引き続き継続して進めます。 

   また、早急に対応が必要となる課題に対応するため、必要に応じて新たなプロジェクト

の立ち上げも進めてまいります。 

１１．財務 

学園運営の基盤となる入学者を確実に確保し、在学生の退学・休学等を減少させ、財政の

安定化を図ります。 
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人件費率の低減を含めた経費の効率的支出を周知し、事業活動収支の安定を目指します。 

教育経費及び管理経費の見直しを行い、全ての教職員一丸となって経費削減に取組みま

す。 

平成２７年度から実施している、特定公益増進法人による寄付金及び受配者指定寄付金の

制度によって、これまで多額の寄付金の受け入れを行いました。引き続き、計画的な寄付金

の受け入れを行います。 

 

１２．令和８年度の主な学年歴 

４月 ３日（金） 入学式 

５月１１日（月） 領域実習開始  

５月２３日（土） 保護者ガイダンス  

６月２０日（土） オープンキャンパス 

６月２５日（水） 先輩からのメッセージ（２年生向け） 

６月２７日（土） 大学院説明会  

７月１８日（土） オープンキャンパス 

７月２２日（水）   Decision Day 

８月 ２日（日） オープンキャンパス 

８月２２日（土） オープンキャンパス 

９月 ６日（日）   入試対策講座 

１０月１７日（土） 学園祭（研伸祭）、市民公開講座 

１２月 １日（火） 創立記念日 

 １月１４日（木）   修士論文研究計画公開発表会（M１） 

 １月２６日（火）   修士論文公開発表会（M２） 

３月１０日（水） 学位授与式  

 


